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群
馬
県
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十
八
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馬
県
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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和
六
年
三
月
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 
 

群
馬
県
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

群
馬
県
報
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
供
す
る
」
を
「
供
し
、
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
閲
覧
に
供
す
る
」
に

改
め
る
。 附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                          

  

■ 

告 
 

示 
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◎群馬県告示第４９号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染されてい

る区域を次のとおり指定する。 

  令和６年３月８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 指定する区域 藤岡市浄法寺字下三友９１８番２の一部 

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第２項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 鉛及びその化合物 

 

 

 

◎群馬県告示第５０号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和６年３月８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 保安林予定森林の所在場所 高崎市中室田町字市和田２３１８の１、２３１９、２３２０の１、２３６８の１、 

２３６９、字伏間入３９１１、吉井町大沢字芳ヶ本甲６０７、乙６０７、６０８、６０９、６１１、字ミノワ６

２１ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

高崎市中室田町字市和田２３１８の１、２３２０の１、２３６９、字伏間入３９１１、吉井町大沢字芳ヶ

本甲６０７、乙６０７、６０８、６０９、６１１、字ミノワ６２１ 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び高崎市役所に備え置いて縦

覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第５１号 

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。 

令和６年３月８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 定期検査を行う区域 安中市 
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２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

 は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

３ 日時及び場所 
 

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所 

令和６年４月１１日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

安中市松井田庁舎 南側車庫棟 

令和６年４月１２日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

安中市安中公民館 

令和６年４月１５日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

安中市原市公民館 

令和６年４月１６日 午前１０時～午前１２時 
 

安中市岩野谷公民館 

令和６年４月１７日 午前１０時～午前１２時 
午後１時～午後３時 

安中市役所本庁舎 北側車庫棟 

 
なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。 

４ 検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年３月８日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

嬬恋 理 事 新 任  黒岩宗久 吾妻郡嬬恋村大字大笹３６９番地 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年３月８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 利根郡川場村大字谷地字原３２００、３２０１、
３２０２、３２０３、３２０４、３２０５、３２
０６、３２０７、３２０８、３２０９、３２１０

利根郡川場村大字谷地３２００番地 
川場村長 外山京太郎 

■ 公  告 
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－２、３０８０－４、３０８５－９、３０８６－
８、大字門前字下宿原２０５－４ 
（第二工区：利根郡川場村大字谷地字原３２０
４、３２０５、３２０６、３２０７、３２０８、
３２０９、３０８０－４、３０８５－９、３０８
６－８、大字門前字下宿原２０５－４） 

２ 吾妻郡東吾妻町大字金井字川原８４、字水頭９
０、９１、９２－１、９２－２、９２－３、９２
－６、９２－７、９３－２、９３－３、１０５、
１０６、１０６－２、１０７、１０８、１０９、
１１０、大字川戸字七沢２３、２３先白地の一
部、２４－１、２４－３の一部、２４－４、２４
－５、２６－１、２６－４、２６－４先水路の一
部、２６－５の一部、２６－６、２６－７、２９
－１、３１、３２、７８－１、８４、８５－１、
８５－３、８５－５、８６－１、８６－３、８７
－３、８７－６、字多田９２－１、９２－２、９
２－３、９３－１、９４－１、９４－２、９４－
３、９８－１、９８－２、９８－３、９８－４、
９８－５、１１１、１１２、１１２先白地の一
部、１１８－１、１１８－２の一部、１１８－
３、１１９－１、１１９－２、１１９－３、１１
９－４、１２６－１、１２６－２、１２６－３、
１２８－１、１３１－１、１３２－１、１３２－
２、１３３－２、１４７－２、１５０－１、１５
０－２、１５０－３、１５０－４、１５０－５、
１５２－１、１６１－２、１６１－４、１６２－
１、１６２－３、１６２－４、１６４－１、１６
４－２、１６８、字並木１６９－１、１７０－
１、１７０－２、１７４－１、１７４－２、１７
６－１、１８１－１、１８２－１、１８２－２、
１８５－１、１８７、１８８－１、１８８－２、
１９６－２、１９６－３、１９６－９ 

東京都板橋区本町２３番２３号 
リンテック株式会社 代表取締役 服部真  

３ 佐波郡玉村町大字福島３９９－１、４００－１ 東京都新宿区高田馬場３丁目４６番２５号 
アイディホーム株式会社 代表取締役 冨田
博文 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和６年３月８日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，８９８ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

■ 選挙管理委員会告示 
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 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９９，３５７ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０９７ 

甘楽郡 ６，０４７ 

吾妻郡 １４，６８６ 

利根郡 ８，９２０ 

佐波郡 ９，９２９ 

邑楽郡 ２６，６９２ 

前橋市 ９１，９５１ 

高崎市 １０２，７７２ 

桐生市 ２９，９２７ 

伊勢崎市 ５５，９２５ 

太田市 ５８，９５３ 

沼田市 １２，７９３ 

館林市 ２０，５１１ 

渋川市 ２１，１１０ 

藤岡市・多野郡 １８，６５４ 

富岡市 １３，０６０ 

安中市 １５，８５４ 

みどり市 １３，７４２ 
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県
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四
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職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
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一
部
を
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す
る
規
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職
員
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す
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別
表
一
警
察
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部
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察
本
部
の
項
中
「
管
理
官
」
を
「
理
事
官 

管
理
官
」
に
、
「
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与
指
導
官

 

法
人
調
整
官
」
を
「
給
与
指
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官
」
を
「
監
査
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官
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官
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に
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員
」
を
削
り
、
同
部
警
察
署
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中
「
管
理
官
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理

事
官 

管
理
官
」
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、
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席
少
年
支
援
官 
上
席
少
年
支
援
官
（
上
席
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佐
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課
長
代
理
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上
席
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佐
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日
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施
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す
る
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人
事
委
員
会
規
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◎群馬県労働委員会告示第１号 

 労働関係調整法施行令（昭和２１年勅令第４７８号）第４条及び労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規 

則第１号）第６８条第１項の規定により公示する。 

  令和６年３月８日            

群馬県労働委員会会長 新 井  博   
 

氏  名 現 職 及 び 略 歴 委嘱年月日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新井  博 公益委員（会長） 弁護士 平成２１年３月２６日 

小暮 俊子 公益委員（会長代理） 弁護士 平成２１年３月２６日 

大河原眞美 公益委員  高崎経済大学名誉教授 平成２３年３月３０日 

小磯 正康 公益委員 弁護士 平成２７年４月２日 

斎藤  周 公益委員 群馬大学教授 令和５年４月１３日 

髙草木 悟 労働者委員 群馬県電力関連産業労働組合総連合会長 平成２８年４月１５日 

佐藤 英夫 労働者委員 日本労働組合総連合会群馬県連合会会長 令和元年１１月２８日 

山村 康郎 労働者委員 ＪＡＭ北関東群馬県連絡会会長 令和元年１１月２８日 

蒲原 清天 労働者委員 ＵＡゼンセン群馬県支部支部長 令和６年２月２２日 

川又 敏之 労働者委員 ＳＵＢＡＲＵ労働組合執行委員長 令和６年２月２２日 

八木 議廣 使用者委員  八木工業株式会社代表取締役社長 平成２６年９月２５日 

岡部 洋行 使用者委員  富士精螺株式会社代表取締役社長 平成２９年４月４日 

五十嵐亮二 使用者委員 一般社団法人群馬県経営者協会専務理事 平成３１年４月２日 

菊地 良之 使用者委員 三立応用化工株式会社専務取締役 令和３年４月８日 

狩野  明 使用者委員 上毛電業株式会社代表取締役社長 令和５年４月１３日 

高澤 延之 労働委員会事務局長 令和４年４月１４日 

丸山 康治 労働委員会事務局管理課長 令和５年４月１３日 

前川 浩三 労働委員会事務局管理課次長（総務調整・ＤＸ推進係長） 令和５年４月１３日 
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